
(中野区用) 

 

 

（配当割額及び株式等譲渡所得割額申告用） 

宛名番号  

 

    年度 特別区民税・都民税（住民税）申告書付表 

 

 

氏  名            

 

 所得税の確定申告書に特定配当等に係る所得の金額又は特定株式等譲渡所得金額（以下

「特定配当等所得金額等」といいます。）の記載のある方で、確定申告書の第二表の「住民

税・事業税に関する事項」の「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄の記載

が漏れた方は、住民税の申告を行うことで、住民税の税額計算に当たり、配当割控除額・株

式等譲渡所得割控除額を控除できる場合があります。 

 住民税の申告を電子申告により行う際、この付表に必要事項を記入して添付してくださ

い。住民税の電子申告を行わず、この付表のみを提出した場合は、受け付けることができま

せん。 

 なお、書面により住民税の申告を行う場合は、申告書に配当割控除額・株式等譲渡所得割

控除額を直接記入していただくため、この付表の提出は不要です。 

 

申告を行う配当割額及び株式等譲渡所得割額 

 

配当割額 円 

株式等譲渡所得割額 円 

 

【注意】 

・この付表で申告できる配当割額及び株式等譲渡所得割額は、所得税の確定申告書に記載

した特定配当等所得金額等に係るものであり、かつ所得税の確定申告書において記載が

漏れたものに限ります。所得税の確定申告書に記載していない特定配当等所得金額等に

係るものの申告や、所得税の確定申告書を提出していない方の申告は、受け付けること

ができません。 

・申告内容に疑義がある場合、調査等を行う場合があります。その際に、追加で資料の提

出を求める場合があります。 


